
異なった種類のワクチンを接種する場合の接種間隔が変わります 

令和２年１０月１日より、予防接種について、異なった種類のワクチンを接種する場合の接種間隔が変わり

ます。 

予防接種で使うワクチンには、生ワクチン（注射・経口）と不活化ワクチンがあり、異なった種類のワクチ

ンを接種する場合には間隔を守ることが必要なものがあります。また、異なった種類のワクチンを同時に接種

する必要がある場合もあります。医師とよく相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔をあけて接種

する必要があります。間違えないようにしてください。 

 

＜問い合わせ＞ 健康推進課 ３２７－８６１１ 

注射生ワクチン 

ＢＣＧ、ＭＲ、麻しん、

風しん、水痘（水ぼうそう） 

おたふくかぜ等 

経口生ワクチン 

不活化ワクチン 

経口生ワクチン 

ロタウイルス 

注射生ワクチン 

経口生ワクチン 

不活化ワクチン 

不活化ワクチン 

Ｂ型肝炎、Ｈｉｂ感染症、小児の肺炎

球菌感染症（１３価）、４種混合、３

種混合、２種混合、不活化ポリオ、日

本脳炎、子宮頸がん予防（ヒトパピロ

ーマウイルス感染症） 

季節性インフルエンザ等 

注射生ワクチン 

経口生ワクチン 

不活化ワクチン 

注射生ワクチン ２７日（４週間）以上おく 

制限なし 

制限なし 

制限なし 

※令和 2 年 10月 1日より適用 


